
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律

附 則 （平成二六年六月二五日法律第八三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

七 第六条中介護保険法第四十六条第一項、第四十七条、第五十九条第一項、第七十

九条、第八十一条から第八十二条の二まで、第八十三条第一項、第八十三条の二か

ら第八十五条まで、第百十五条の三十五及び第百八十一条の改正規定並びに附則第

二十三条及び第二十四条の規定 平成三十年四月一日

（居宅介護支援事業に関する経過措置）

第二十三条 附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日（以下「第七号施行日」という。）

から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定（同号に掲げる改正規定に

限る。）による改正後の介護保険法（以下「第七号新介護保険法」という。）第四十七

条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定

する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、第七号施行日の前日において第六条

の規定（附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（次

条において「第七号旧介護保険法」という。）第四十七条第一項第一号、第七十九条第

二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例で定められ

ていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

第二十四条 第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指

定等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又は第七号

施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申

請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、第七号施行日以

後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るもの

は、第七号施行日以後においては、市町村長のした処分等の行為又は市町村長に対し

てされた申請等の行為とみなす。

（準備行為）

第二十五条 第七号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行

為は、第七号施行日前においても行うことができる。


